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 令和 3 年３月 

 

 

 

令和元年度 東松島市の財務書類（統一的な基準）について 

 

１．統一的な基準による財務書類とは 

 地方公共団体における予算・決算に係る会計制度（官庁会計）は、現金収支を議会の民主

的統制下に置くことで、予算の適正・確実な執行を図るという観点から、確定性、客観性、

透明性に優れた単式簿記による現金主義会計を採用しています。 

 しかし、官庁会計ではストック情報（資産・負債）の一覧的把握や、減価償却費といった

見えにくいコストも含む正確なコストの把握ができないという欠点もあります。 

統一的な基準による財務書類とは、これらの不足している部分を補完するために、民間企

業における会計の考え方（発生主義・複式簿記）により作成される次の 4 表のことをいい

ます。 

 

貸借対照表（BS） 
年度末時点における財政状態（資産・負債・純資産の残高及び

内訳）を表示したもの 

行政コスト計算書（PL） 1 年間の費用・収益の取引高を表示したもの 

純資産変動計算書（NW） 1 年間の純資産（及びその内部構成）の変動を表示したもの 

資金収支計算書（CF） 1 年間の現金預金の受払いを 3 つの区分で表示したもの 
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① 貸借対照表（BS） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 行政コスト計算書（PL） 

 

 

 

 

  

資産を取得するた
めにどこから資金
を調達したか 
 
【負債】 
地方債など、これ

から支払っていか
なければならない
もの 
＝将来世代の負担

となるもの 

資産を取得するた
めにどこから資金を
調達したか 
 
【純資産】 
過去又は現世代の

負担によるもの 

経常的に発生する
費用から、使用料お
よび手数料といった
受益者負担収益を差
し引くことで純経常
行政コストを算定 

人件費、物件費、移
転費用（補助金）など
を発生額で計上 
 
・減価償却費 
固定資産の使用に

より認識する支出を
伴わないコスト 
 取得価額と耐用年
数から算出 

市町村の資産が
どのような形で保
有されているか 
 
【資産】 
行政サービスを

提供するための公
共施設等の固定資
産や、将来行政サ
ービスに使用する
現金等の資産 

臨時に発生する損
失、利益を加味して
純行政コスト（税を
主とする一般財源等
で賄うべきコスト）
を算定 
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③ 純資産変動計算書（NW） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 資金収支計算書（CF） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【本年度差額】 
発生主義ベースでの

収支均衡が図られて
いるかを示す 
 
プラス 
現世代の負担によっ

て将来世代も利用可
能な資源を貯蓄して
いる 
 
マイナス 
将来世代が利用可能

な資源を現世代が消
費して便益を享受し
ている 

純行政コストの
金額に対して、税
収等および補助金
等受入の金額がど
の程度かを見るこ
とにより、受益者
負担以外の財源に
よりどの程度賄わ
れているかを把握 

一般的に、業務活動収支が
プラスの範囲内で投資活動
収支を賄い、さらには財務
活動収支も賄うのが理想と
されています 

【業務活動収支】 
経常的な活動に関する

収支を集計 
 
通常プラスになること

が望ましく、マイナスの
場合は財政的に良好で
はない状態 

【投資活動収支】 
投資的な活動に関す

る収支を集計 
 
資産形成等が行われ

れば、マイナスになる
ことが多く、プラスの
場合は基金の取崩が行
われ、資産形成等がほ
とんどなかったことを
示す場合が多い 

【財務活動収支】 
財務的な活動に関す

る収支を集計 
 
地方債等の新たな発

行が償還よりも多けれ
ばプラス、新たな発行
が償還よりも少なけれ
ばマイナス 
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２．対象とする会計の範囲 

① 対象となっている会計の範囲 

総務省の財務書類作成要領により、一般会計及び地方公営事業会計以外の特別会計から

なる一般会計等財務書類を作成します。さらに、一般会計等に地方公営事業会計を加えた

全体財務書類、全体財務書類に地方公共団体の関連団体を加えた連結財務書類をあわせて

作成します。 

 対象となっている会計の範囲は次の通りです。 

 

  区分 会計・団体名称 

  一般会計等 一般会計 

   国民健康保険特別会計 

   後期高齢者医療特別会計 

   介護保険特別会計 

  特別会計 農業集落排水事業特別会計 

   漁業集落排水事業特別会計 

   下水道事業特別会計 

   大曲浜地区土地区画整理事業特別会計 

   石巻地区広域行政事務組合 

   石巻地方広域水道企業団 

  一部事務組合、 吉田川流域溜池大和町外 2 市 4 ヶ町村組合 

  第三セクター等 宮城県市町村職員退職手当組合 

   宮城県市町村非常勤消防団員補償報償組合 

   宮城県市町村自治振興センター 

   宮城県後期高齢者医療広域連合 

   ㈱奥松島公社 

 

※ 宮城県市町村職員退職手当組合については、みなし連結を行っています。 

    

② 連結の方法 

 連結の方法として「全部連結」「比例連結」の 2 種類があります。 

全部連結：連結対象団体（会計）の財務書類の全てを合算する方法。 

第三セクター等が該当します。 

比例連結：連結対象団体（会計）の財務書類を出資割合等に応じて合算する方法。 

一部事務組合、広域連合が該当します。 

 

 

 

連

結 

全

体 
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３．財務書類の概要 

 次のページからは、令和元年度の東松島市の財務書類の概要版を掲載しています。 

前提としまして、以下の注意点があります。 

 

① 令和２年 4 月 1 日から令和２年 5 月 31 日までの出納整理期間の収支については、年

度内に行われたものとして作成しています。 

 

② 表示単位未満を四捨五入していますので、合計額が一致しない場合があります。 

 

③ 財務書類を基にした分析は、あくまで金額で計測可能な数値による分析であるため、

金額で計測不可能な給付や事業用資産、インフラ資産の活用状況及び満足度等は反映さ

れておりません。 

 

④ 統一的な基準による財務書類においては、企業会計にはない資産科目としてインフラ

資産があります。このインフラ資産は資産総額に対して大きな割合を占め、かつ、住民

の利便性に欠かすことの出来ない資産として継続的な整備保全が必要である反面、資産

としての財産価値及び売却可能性が 0 に近いという特性があります。 

 

⑤ 人口 1 人あたりの数値を算出する際は、39,593 人（令和２年 4 月 1 日現在 市ホー

ムページ）を基にして算出しています。 
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（１）一般会計等財務書類 

 

 

 一般会計の貸借対照表 BS から、令和元年度末時点において 1,360 億円の資産を所有

し、170 億円の負債があることが分かります。資産のうち、多くの割合を占めるのが固定

資産であり、特に事業用資産、インフラ資産、物品だけで 1,102 億円となり、資産合計の

約 81％にのぼります。また投資その他のうち基金が 188 億円あり、流動資産の基金と合

わせると 208 億円にのぼり、資産合計の約 15％を占めています。 

 純資産は 1,191 億円あり、資産合計の 88％を純資産で賄っていることになりますが、

純資産変動計算書 NW より、令和元年度の財源が 224 億円に対し、純行政コストが 276

億円と財源よりも純行政コストが 52 億円上回っており、その分純資産残高を減少させる

結果となっています。  

資金収支計算書 CF より、業務収入よりも業務支出の方が 23 億円多く、業務活動収支

がマイナスであることがわかります。これは税収等収入で経常的な行政コストに伴う支出

を賄うことができていないことを表しています。 

（単位：百万円）

 経常費用 28,758  経常収益 1,055

　固定資産 130,721 　固定負債 15,171    業務費用 15,208  　使用料手数料 347

　　事業用資産 71,102 　　地方債 13,325 　　人件費 2,832  　その他 708

　　インフラ資産 38,149 　　その他 1,846 　　物件費等 9,469  臨時利益 164

　　物品 928 　流動負債 1,790 （うち減価償却費 4,686 )

　　無形固定資産 299 　負債合計 16,961 　　その他 2,907

　　投資その他 20,243    移転費用 13,550

 　補助金等 4,486 純行政コスト 27,559

 　社会保障給付 2,685

 　その他 6,378

 臨時損失 21

　流動資産 5,326 　純資産合計 119,086

　　現金預金 2,787

　　基金 1,981

　　その他 559

　資産合計 136,047

 純行政コスト 27,559  財源 22,375

 　税収等 16,722

 　国県等補助金 5,653

 業務収入 21,749  業務支出 24,054

 　税収等 16,722  　業務費用支出 10,504  その他増減 0

 　国県等補助金 4,178  　移転費用支出 13,550

 　使用料手数料 337  臨時支出 0

 　その他 512

 臨時収入 0  投資活動支出 10,459  本年度末  前年度末

 投資活動収入 14,853  　公共施設等整備費 6,751    純資産残高 119,086    純資産残高 124,270

 　国県等補助金 1,305  　基金積立 3,596

 　基金取崩 13,108  　その他 112

 　その他 440

 財務活動収入 1,333  財務活動支出 1,673

 　地方債発行 1,333  　地方債償還 1,638

 　その他 0  　その他 35

前年度末資金残高 966 本年度末資金残高 2,716

資金収支計算書 CF

貸借対照表 BS 行政コスト計算書 PL

資産 負債

純資産

純資産変動計算書 NW

＋ 歳計外現金71
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（２）全体財務書類 

 

 

 

 全体貸借対照表 BS から、一般会計に加え特別会計の資産が加わり、資産合計 1,814

億円となっています。そのうち高い比率を占めるのは固定資産であり、特に事業用資産、

インフラ資産、物品（一般会計に加え、下水道事業設備などを含む）だけで 1,522 億円

となり、全体の 84％を占めています。一般会計等と比較すると、固定資産割合は増加し

ていますが、特にインフラ資産が大幅に増えていることがわかります。 

全体行政コスト計算書 PL から、令和元年度の減価償却費を含む純行政コストは 297

億円となっており、市民 1 人あたり約 75 万円となっています。 

 

 

 

 

（単位：百万円）

 経常費用 31,683  経常収益 1,801

　固定資産 173,034 　固定負債 23,747    業務費用 16,797  　使用料手数料 896

　　事業用資産 76,988 　　地方債 21,901 　　人件費 3,013  　その他 905

　　インフラ資産 73,943 　　その他 1,846 　　物件費等 10,621  臨時利益 209

　　物品 1,306 　流動負債 2,476 （うち減価償却費 5,583 )

　　無形固定資産 335 　負債合計 26,222 　　その他 3,163

　　投資その他 20,461    移転費用 14,886

 　補助金等 12,162 純行政コスト 29,695

 　社会保障給付 2,688

 　その他 37

 臨時損失 21

　流動資産 8,346 　純資産合計 155,158

　　現金預金 4,800

　　基金 2,866

　　その他 681

　資産合計 181,380

 純行政コスト 29,695  財源 29,171

 　税収等 19,013

 　国県等補助金 10,158

 業務収入 29,101  業務支出 26,051

 　税収等 18,979  　業務費用支出 11,165  その他増減 -2

 　国県等補助金 8,583  　移転費用支出 14,886

 　使用料手数料 829  臨時支出 0

 　その他 710

 臨時収入 0  投資活動支出 14,041

 投資活動収入 15,085  　公共施設等整備費 10,251  本年度末  前年度末

 　国県等補助金 1,398  　基金積立 3,678    純資産残高 155,158    純資産残高 155,684

 　基金取崩 13,174  　その他 112

 　その他 513

 財務活動収入 1,478  財務活動支出 2,337

 　地方債発行 1,478  　地方債償還 2,302

 　その他 0  　その他 35

前年度末資金残高 1,494 本年度末資金残高 4,729

全体資金収支計算書 CF

全体貸借対照表 BS 全体行政コスト計算書 PL

資産 負債

純資産

全体純資産変動計算書 NW

＋ 歳計外現金71
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（３）連結財務書類 

 

 

 

 一部事務組合、広域連合については、経費負担割合等に応じた比率により比例按分し、東

松島市の負担分のみ連結する比例連結を行っています。 

 連結貸借対照表 BS では、資産合計 1,981 億円、負債合計 353 億円、純資産 1,629

億円となっています。資産合計のうち事業用資産、インフラ資産、物品の合計が 1,661

億円と資産合計の約 84％を占めており、連結貸借対照表においても固定資産の割合が大

きいことがわかります。 

 連結行政コスト計算書 PL では、減価償却費を含めた純行政コストが 333 億円となっ

ており、市民 1 人あたり約 84 万円となっており、全体行政コスト計算書と比較すると 

9 万円増加しています。 

（単位：百万円）

 経常費用 36,360  経常収益 2,857

　固定資産 187,364 　固定負債 32,322    業務費用 19,255  　使用料手数料 1,852

　　事業用資産 78,709 　　地方債等 23,755 　　人件費 3,900  　その他 1,006

　　インフラ資産 84,256 　　その他 8,567 　　物件費等 11,975  臨時利益 256

　　物品 3,104 　流動負債 2,952 （うち減価償却費 6,166 )

　　無形固定資産 335 　負債合計 35,274 　　その他 3,380

　　投資その他 20,959    移転費用 17,106

 　補助金等 14,381 純行政コスト 33,295

 　社会保障給付 2,688

 　その他 37

 臨時損失 49

　流動資産 10,781 　純資産合計 162,871

　　現金預金 6,638

　　基金 2,900

　　その他 1,243

　資産合計 198,145

 財源 32,758

 純行政コスト 33,295  　税収等 20,813

 　国県等補助金 11,945

 業務収入 33,530  業務支出 30,094

 　税収等 20,573  　業務費用支出 12,982

 　国県等補助金 10,367  　移転費用支出 17,112  その他増減 241

 　使用料手数料 1,782  臨時支出 27

 　その他 809

 臨時収入 32  投資活動支出 15,076

 投資活動収入 15,756  　公共施設等整備費 11,114

 　国県等補助金 1,880  　基金積立 3,849  本年度末  前年度末

 　基金取崩 13,347  　その他 112    純資産残高 162,871    純資産残高 163,167

 　その他 530

 財務活動収入 1,512  財務活動支出 2,516

 　地方債等発行 1,511  　地方債等償還 2,451

 　その他 0  　その他 65

比例連結割合変更 157

前年度末資金残高 3,290 本年度末資金残高 6,564

連結資金収支計算書 CF

連結貸借対照表 BS 連結行政コスト計算書 PL

資産 負債

純資産

連結純資産変動計算書 NW

＋ 歳計外現金74
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４．指標による分析 

 統一的な基準による地方公会計の整備により、従来の決算統計や地方公共団体の財政の

健全化に関する法律（平成 19 年法律第 94 号）における健全化指標等、既存の指標に加

え、地方公共団体が保有する資産・負債に関する新たな指標を算出することにより、財政

状況を多角的に分析することが可能となります。ここでは様々な視点からの分析指標を算

出していますが、当該年度の類似団体比較（数値分析・指標分析）や経年比較（数値・指

標の増減分析）により分析することが重要となります。（各指標の計算方法は、平成 3１

年 3 月地方公会計の推進に関する研究会報告書（総務省自治財政局財務調査課）に基づい

ています。） 

 ただし、指標による分析は、全体の大まかな傾向を把握するためには有用ですが、単年

度に発生した取引の影響で大きく数値が変動する場合があること、データの内容について

加除すべきものが、必ずしも加味されていない部分がある可能性があること等から、分析

結果を読み解く際には複数年度の傾向を踏まえるなどの留意が必要となります。 

  

 

（１）資産形成度 

 

① 住民一人あたり資産額 

 資産総額を住民一人あたりとすることにより、住民等にとって理解しやすい情報になる

とともに、他団体との比較が行いやすくなります。地理的な要件の違いなどに留意する必

要がありますが、行政サービスに対して資産が適切な量であるのか評価できます。 

算定式 資産合計 ÷ 住民基本台帳人口 

 

指標数値（千円／人） 一般会計等 全体 

令和元年度 3,436 4,581 

平成 30 年度 3,548 4,579 

平成 29 年度 3,634 4,629 

類似団体平均値 2,198 - 
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② 歳入額対資産比率 

 当該年度の歳入総額に対する資産の比率を算出することにより、これまでに形成された

ストックとしての資産が、歳入の何年分に相当するかを表し、資産形成度の度合いを把握

することができます。 

算定式 資産合計 ÷ 歳入総額（資金収支計算書の総収入額＋前期末資金残高） 

 

指標数値（年分） 一般会計等 全体 

令和元年度 3.50 3.85 

平成 30 年度 3.74 3.81 

平成 29 年度 3.14 3.28 

類似団体平均 3.72 - 

 

③ 有形固定資産減価償却費率（資産老朽化比率） 

 有形固定資産のうち、償却資産の取得価額等に対する減価償却累計額の割合を算出する

ことにより、耐用年数に対して資産の取得からどの程度経過しているのかを全体として把

握することができます。 

 なお、有形固定資産には償却資産のうち物品及び建設仮勘定は含んでいません。 

算定式 
減価償却累計額 

有形固定資産合計－土地等の非償却資産＋減価償却累計額 

 

指標数値（％） 一般会計等 全体 

令和元年度 69.0 61.9 

平成 30 年度 68.3 61.6 

平成 29 年度 68.7 61.9 

類似団体平均値 58.9 - 
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（２）世代間公平性 

 

① 純資産比率 

 純資産の増加は、過去および現世代の負担により将来世代が利用可能な資源を蓄積した

ことを表す一方、純資産の減少は、将来世代が利用可能な資源を過去および現世代が消費

していると捉えられます。このため、純資産に対する資産の比率を算出することにより、

保有している有形固定資産等がどの世代の負担により行われたのかを把握し、世代間負担

の公平性を測ることが可能となります。 

算定式 純資産 ÷ 資産合計 

 

指標数値（％） 一般会計等 全体 

令和元年度 87.5 85.5 

平成 30 年度 87.7 85.1 

平成 29 年度 88.3 85.3 

類似団体平均値 68.3 - 

 

② 社会資本等形成の世代間負担比率（将来世代負担比率） 

 有形固定資産などの社会資本等に対して、将来の償還等が必要な負債による調達割合

（公共資産等形成充当負債の割合）を算定することにより、社会資本等形成に係る将来世

代の負担の程度を把握することができます。 

 なお、地方債残高には臨時財政対策債等の特例地方債は含んでいません。 

算定式 
地方債残高 

    有形・無形固定資産合計 

 

指標数値（％） 一般会計等 全体 

令和元年度 7.3 11.4 

平成 30 年度 7.6 12.2 

平成 29 年度 7.5 12.9 

類似団体平均値 20.2 - 
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（３）持続可能性（健全性） 

 

① 住民一人あたり負債額 

 住民一人あたり負債額とすることで、住民にとって理解しやすい情報になるとともに、

他団体との比較が行いやすくなります。 

算定式 負債合計 ÷ 住民基本台帳人口 

 

指標数値（千円／人） 一般会計等 全体 

令和元年度 428 662 

平成 30 年度 437 682 

平成 29 年度 423 680 

類似団体平均値 694 - 

 

② 基礎的財政収支（プライマリーバランス） 

 資金収支計算書上の業務活動収支（支払利息支出を除く）および投資活動収支の合算額

を算出することにより、地方債等の元利償還額を除いた歳出と、地方債等発行収入を除い

た歳入のバランスを示す指標となります。これが均衡している場合は、経済成長率が長期

金利を下回らない限り経済規模に対する地方債等の比率は増加せず、持続可能な財政運営

が実現できていると捉えることができます。 

 ただし、基礎的財政収支は国の財政健全化目標にも用いられていますが、地方の場合は

国と異なり、建設公債主義等がより厳密に適用されており、原則として赤字公債に依存す

ることができないため、国と地方で基礎的財政収支を一概に比較すべきでない点に留意が

必要です。 

算定式 業務活動収支（支払利息支出を除く） 

＋投資活動収支（基金積立支出及び基金取崩収入を除く） 

 

指標数値（百万円） 一般会計等 全体 

令和元年度 △7,332.4 △5,140.8 

平成 30 年度 △11,349.2 △12,341.1 

平成 29 年度 △15,165.9 △14,190.2 

類似団体平均値 155.8 - 
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（４）効率性 

 

① 住民一人あたり行政コスト 

 効率性を測るためには行政コストに着目することが有効ですが、人口規模や面積等によ

り必要となるコストは異なるため、類似団体をそのまま比較することはできません。住民

一人あたり行政コストを算出することで、住民にとっても分かりやすい情報となるととも

に、類似団体とも比較が可能となります。 

算定式 純行政コスト※ ÷ 住民基本台帳人口 

※純経常行政コストにより算出する方法もあります。 

 

指標数値（千円／人） 一般会計等 全体 

令和元年度 696 750 

平成 30 年度 575 708 

平成 29 年度 701 703 

類似団体平均値 488 - 

 

② 住民一人あたり減価償却費 

算定式 減価償却費 ÷ 住民基本台帳人口 

 

指標数値（千円／人） 一般会計等 全体 

令和元年度 118 141 

平成 30 年度 108 125 

平成 29 年度 98 113 

類似団体平均値 - - 

 

（５）自律性 

 

① 受益者負担の割合（受益者負担比率） 

 経常収益を経常費用と比較することにより、行政サービス提供に対する負担（経常費

用）について、どの程度使用料・手数料等の受益者負担（経常収益）で賄えているのかを

表しています。これを経年比較および類似団体比較することにより、受益者負担の特徴を

把握することが可能となります。 

算定式 経常収益 ÷ 経常費用 
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指標数値（％） 一般会計等 全体 

令和元年度 3.7 5.7 

平成 30 年度 4.4 5.5 

平成 29 年度 2.9 3.0 

類似団体平均値 5.3 - 

 

 

（６）指標等から読み取れる内容についての留意点 

 

① 純資産比率について 

 純資産比率は 70％台の自治体が多いですが、東松島市の令和元年度の純資産比率は一

般会計等 87.5％、全体 85.5％となっており、高い数値になっていると言えます。これは

固定資産取得のために要した支出の多くを財源（税収等、国県等補助金）で賄い、地方債

で賄った部分が少ないことが一つの要因として挙げられるかと思われます。なお純資産比

率は民間企業会計の分析では自己資本比率といい、一般的に 40%を超えると優良企業と

されています。ただし自治体の保有する資産のほとんどが売却不可資産であるため、民間

企業と同様に比較することができない点にご留意ください。 

 

② 住民一人あたり負債額について 

 指標では、一般会計等 43 万円/人、全体 66 万円/人となっていますが、貸借対照表の

地方債には臨時財政対策債のように、将来的に地方交付税で賄われるものも含まれていま

す。地方交付税も国民として負担しているという面もありますが、実質的に住民一人あた

り負債額という市財政の分析という視点からは、踏まえておくべき留意点です。 

 

③ 基礎的財政収支（プライマリーバランス）について 

  指標では、一般会計等が△7,332 百万円であり、類似団体平均値は 155.8 百万円と数

値に開きがあります。一般会計等△7,332 百万円のうち主なマイナス項目として固定資産

取得のために要した支出である公共施設等整備費支出が 6,751 百万円発生しており、こ

れが大きな要因と考えられます。このことから当市の現状としてインフラ系や事業用の施

設拡充のため固定資産取得に重きが置かれていることが読み取れます。 

 なお基礎的財政収支がマイナスの場合、その分を地方債等発行収入や基金取崩収入、前

年度末資金残高等で補填していることになります。 
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④ 指標全般について 

貸借対照表を基に算出される指標については、年度により大きな変化はしにくく、徐々

に変化していくものとなります。そのため、急激に悪化しにくいという反面、改善するに

も長期的なものとなってしまいます。 

将来、人口構造の変化による公共施設等の利用需要の変化、人口減少による安定的な税

収確保が困難となる可能性等から、公共施設等の最適な配置（選択と集中）の実現、施設

更新時期の把握、財政負担の平準化などが、安定的な行政経営に不可欠であると考えられ

ます。より健全で安定した財政であるために、将来を見据えた計画的な財務行政運営が重

要となります。 

 

 

  

 


